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●基本的な方針 

●作成方針 

福島県版モデル計画に準じ、町防災計画による災害対策本部を基本
に組織構成を行うとともに、国民保護法に基づく特有の業務にも迅速・
的確に対応する 

自然防災から大規模なテロまで幅広い事態に対応できる体制を構築し、
町民の安全安心を確保 

阿武隈山系に位置し、中山間地域が多いことや、町内にこまちダム
が建設されたことをふまえて保護措置を実施 

町地域防災計画
をベースに作成 

●早い段階での警戒
のための初動体制
の確立及び災害対
策本部体制による
対策の実施 
●町民の相談、避
難・救助等に密接
な業務について、
担当課や対応方法
を明確化 

●地域特性に応
じた避難手段や
避難方法による
避難指示・誘導 
●広域避難のた
めの中継施設の
整備 
●避難施設の基
準の明確化 

●生活関連等施
設及びその他の
公共施設安全確
保 
● NBCテロに対
する初動体制の
確立 

具体的な対処に
ついてマニュア
ルを作成 

広域消防本部と
の調整を行い作
成 

避難・救援 
武力攻撃災害 
への対処 体制づくり 体制づくり 避難・救援 

武力攻撃災害 
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こ
の
た
び
、
外
国
か
ら
の
武
力
攻
撃

や
大
規
模
テ
ロ
な
ど
に
お
け
る
町
民
の

保
護
措
置
の
具
体
的
な
計
画
を
定
め
た

「
小
野
町
国
民
保
護
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。 

　
本
計
画
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
に

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
小

野
町
国
民
保
護
協
議
会
か
ら
の
答
申
を

受
け
、
県
に
協
議
を
行
い
決
定
し
た
も

の
で
す
。 

　
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な

方
針
、
作
成
方
針
及
び
計
画
の
概
要
な

ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

　
今
後
、
本
計
画
に
基
づ
き
、
情
報
収

集
・
提
供
、
研
修
及
び
訓
練
な
ど
を
行

う
予
定
で
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
な
お
、
ご
質
問
、
ご
意
見
な
ど
が
あ

れ
ば
町
民
生
活
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 
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